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平成２７年６月までの消費税転嫁対策の取組について 

 

平成２７年７月１６日 

公 正 取 引 委 員 会 

 

１ はじめに 

  公正取引委員会は，平成 26 年４月１日の消費税率の引上げを踏まえ，消費

税の円滑かつ適正な転嫁を確保する観点から，消費税の転嫁拒否等の行為（以

下「転嫁拒否行為」という。）の未然防止のための取組と，転嫁拒否行為に対

する迅速かつ厳正な対処のための取組を進めてきた。 

  公正取引委員会は，転嫁拒否行為に関する情報を積極的に収集するため，

消費税率の引上げが実施された平成 26 年４月以降，中小企業庁と合同で，中

小企業・小規模事業者等に対する悉皆的な書面調査や，大規模小売事業者及

び大企業等に対する書面調査を実施したが，平成 27 年度においても，引き続

き，これらの書面調査を実施しており，これらによって把握した情報等を踏

まえ，転嫁拒否行為に対して消費税転嫁対策特別措置法に基づき迅速かつ厳

正に対処しているところである。 

  また，平成 26 年４月から平成 27 年３月までに 19 件の勧告・公表を行った

ほか，平成 27 年４月から６月までに８件の勧告・公表を行ったところである

（別添１）。 

  今後も引き続き，転嫁拒否行為に対して迅速かつ厳正に対処していくとと

もに，重大な転嫁拒否行為が認められた場合には勧告・公表を積極的に行う

こととしている。また，転嫁拒否行為の未然防止のための取組についても，

引き続き実施していく。 

   

２ 転嫁拒否行為に対する迅速かつ厳正な対処のための取組 

 (1) 転嫁拒否行為に関する情報収集 

ア 中小企業・小規模事業者等に対する悉皆的な書面調査 

公正取引委員会は，平成 26 年度において，中小企業庁と合同で，中小

企業・小規模事業者等（売手側）から転嫁拒否行為に関する情報提供を

求めるため，中小企業・小規模事業者等全体に対して，広く調査票を送

付又は配布して，書面調査を実施した。 

転嫁拒否行為は，今後も行われる可能性があることから，平成 27 年度

内にわたって違反行為を監視するため，平成 27 年４月以降も書面調査を

引き続き実施しているところである。 

 

問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部取引企画課 

電話 ０３－３５８１－３３７１（直通） 

ホームページ http://www.jftc.go.jp/ 
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イ 大規模小売事業者及び大企業等に対する書面調査 

公正取引委員会は，平成 26 年度に引き続き，平成 27 年６月，中小企

業庁と合同で，大規模小売事業者及び大企業等（買手側）に対して報告

義務を課して回答を求める書面調査を実施した。        

 

ウ 事業者及び事業者団体に対するヒアリング調査 

    公正取引委員会は，転嫁拒否行為に関する情報等を把握するため，これ

までに 1 万 1438 社の事業者及び 1,764 の事業者団体に対してヒアリング

調査を実施した（平成 27 年６月末時点）。 

   

 (2) 転嫁拒否行為に対する調査及び勧告・指導 

   公正取引委員会は，様々な情報収集活動によって把握した情報を踏まえ，

立入検査等の調査を積極的に実施しており，違反行為が認められた事業者

に対しては転嫁拒否行為に係る不利益の回復などの必要な改善措置を迅速

に行っている。また，重大な転嫁拒否行為が認められた場合には，勧告・

公表を積極的に行っている（公正取引委員会及び中小企業庁における平成

25 年 10 月から平成 27 年６月までの対応実績は別紙参照）。 

   公正取引委員会は，平成 27 年４月から６月までに８件の勧告を行い，平

成 25 年 10 月から平成 27 年６月までの勧告件数の合計は 27 件である（別

添１）。 

   また，公正取引委員会及び中小企業庁は，平成 27 年４月から６月までに

208 件の指導を行い，平成 25 年 10 月から平成 27 年６月までの指導件数の

合計は 1,936 件である。平成 27 年４月から６月までの主な指導事例は別添

２のとおりである。 

   勧告及び指導について行為類型別で分類すると，買いたたき（消費税転

嫁対策特別措置法第３条第１号後段）が 1,625 件，本体価格での交渉の拒

否（同法第３条第３号）が 246 件，役務利用・利益提供の要請（同法第３

条第２号）が 70 件及び減額（同法第３条第１号前段）が 62 件となってい

る（合計 2,003 件）。 

 

 (3) 特定供給事業者が被った不利益の原状回復の状況 

   公正取引委員会による勧告及び指導の結果，平成 25 年 10 月から平成 27

年６月までに，転嫁拒否行為によって特定供給事業者が被った不利益につ

いては，特定事業者 305 名から，特定供給事業者 39,997 名に対し，総額５

億 7534 万円の原状回復が行われた（下表参照）。  

 

 

 

 



3 
 

 

表：特定供給事業者が被った不利益の原状回復の状況 

 原状回復を行った

特定事業者数 

原状回復を受けた

特定供給事業者数 
原状回復額 

平成２５年１０月 

～平成２７年３月
２２８名 ３３, ０９４名 ４億１１５３万円

平成２７年４月 

～平成２７年６月
７７名 ６，９０３名 １億６３８０万円

合 計 ３０５名 ３９，９９７名 ５億７５３４万円

（注）各期間の原状回復額は１万円以下を切り捨てているため，各期間の原状回復額とその合計は一致し

ない。 

 

３ 転嫁拒否行為の未然防止のための取組 

○ 公正取引委員会主催説明会 

     公正取引委員会は，消費税転嫁対策特別措置法の内容を広く周知するため，

事業者及び事業者団体を対象として，公正取引委員会主催の説明会を実施し

ており，平成 26 年度末までに全国 55 か所において合計 70 回の説明会を実

施した。 

平成 27 年度においては，事業者及び事業者団体を対象とした公正取引委

員会主催の説明会を全都道府県で開催することとしており，これまでに合計

17 回の説明会を実施した（平成 27 年７月 15 日時点）。また，現在，公正取

引委員会のホームページにおいて説明会の応募を受け付けているところで

ある（以下のＵＲＬを参照）。 

    http://www.jftc.go.jp/tenkataisaku/setumeikai.html 

     当該説明会では，消費税転嫁対策特別措置法で禁止されている転嫁拒否行

為の概要やこれまでの勧告・指導事例などについて，公正取引委員会の職員

が説明する。 

     また，説明会の開催に併せて，転嫁拒否行為を受ける事業者等からの相談

を公正取引委員会の職員が受け付ける移動相談会を開催する。 
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転嫁拒否行為に対する対応実績（平成２７年６月まで） 

 

公正取引委員会 

中 小 企 業 庁 

 

 平成 27年６月までの公正取引委員会及び中小企業庁における転嫁拒否行為に

対する対応状況は下表のとおりである（勧告事件及び主な指導事例については，

別添１及び別添２を参照）。 

 

     表１：転嫁拒否行為に対する対応状況（注１） 

調査着手 立入検査 指導（注２） 勧告（注３） 措置請求 

６，２３４件 ２，７２２件
１，９３６件

≪８９件≫ 

２７ 

≪７件≫ 
５件 

（注１） 公正取引委員会及び中小企業庁の合算。また，平成 27 年６月までの累計（平成 25 年 10 月～平成
27 年６月）。≪ ≫内の件数は，大規模小売事業者に対する指導又は勧告の件数で内数である。 

（注２） 転嫁拒否行為を行っていると回答した事業者に対する下請代金支払遅延等防止法に基づく中小企
業庁の指導を含む。 

（注３） 勧告は，公正取引委員会のみが行う。 
 

表２：勧告及び指導件数の内訳（業種別）（注４） 

業種 指導 勧告 合計 

建設業   １６８件     ２件   １７０件 

製造業   ６０２件     ０件   ６０２件 

情報通信業   １９４件     １件   １９５件 

運輸業(道路貨物運送業等)   １６９件     ０件   １６９件 

卸売業   １６２件     １件   １６３件 

小売業   １７９件     ７件   １８６件 

不動産業    ４５件     ３件    ４８件 

技術サービス業（広告・建築

設計業等） 

  １３１件     ０件   １３１件 

医療福祉    ２６件     １件    ２７件 

事業サービス業（ビルメンテ

ナンス業・警備業等） 

   ２８件     ０件    ２８件 

その他（注５）   ２３２件    １２件   ２４４件 

合 計 １，９３６件    ２７件 １，９６３件 
（注４） 複数の業種にわたる事業者が勧告又は指導の対象となった場合は，当該事業者の主な業種

を１件として計上している。 
（注５） 「その他」は，旅行業，自動車整備業・機械等修理業，労働者派遣業等である。 

 
表３：勧告及び指導件数の内訳（行為類型別） 

行為類型 指導 勧告 合計 

減額    ５９件  ３件    ６２件 

買いたたき（注６） １，５９８件 ２７件 １，６２５件 

役務利用・利益提供の要請    ７０件  ０件    ７０件 

本体価格での交渉の拒否   ２４６件  ０件   ２４６件 

合 計（注７） １，９７３件 ３０件 ２，００３件 
（注６） 買いたたきの勧告及び指導件数には，平成 26 年３月 31 日以前に減額行為があり，同年４

月１日以降に違反のおそれがあるものを含む。 
（注７） 事業者の中には，複数の行為を行っている場合があり，表１及び表２に記載の件数とは一

致しない。 
 

別紙 
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勧告事件（平成２７年６月まで） 

 

 名称 

（勧告年月日） 
概要 

違反法条 

（違反行為類型） 

１ 

㈱ＪＲ東日本ステーションリ

テイリング 

（平成 26 年４月 23 日） 

駅構内等で食料品，衣料品等を販売

する㈱ＪＲ東日本ステーションリテイ

リングは，消費税率の引上げに伴う売

上高の減少を防止するため，納入業者

に対し，仕入価格を通常支払われる仕

入価格に比べ３％程度低く設定するこ

とになる販売促進企画への参加を要請

した。 

第３条第１号後段 

（買いたたき） 

２ 
㈱三城 

（平成 26 年６月 12 日） 

メガネ等を販売する㈱三城は，消費

税率の引上げに対応するため，店舗の

賃貸人のうち，税込価格で賃料を契約

している賃貸人に対し，消費税率の引

上げ分を上乗せせずに賃料を据え置い

た。 

第３条第１号後段 

（買いたたき） 

３ 
山形市（山形市立病院済生館） 

（平成 26 年６月 17 日） 

山形市立病院済生館は，消費税率の

引上げに対応するため，医療材料の納

入価格を引き下げることとし，納入業

者に対し，平成 25 年度下期の納入価格

に一定率を乗じた額等を減じて算出し

た医療材料ごとの納入価格の目標値を

定めた。 

第３条第１号後段 

（買いたたき） 

４ 

一般社団法人東京都自転車商

防犯協力会 

（平成 26 年６月 26 日） 

東京都公安委員会が指定する自転車

の防犯登録を行う一般社団法人東京都

自転車商防犯協力会は，防犯登録業務

を委託している自転車販売店等に対し，

消費税率の引上げ分を上乗せせずに委

託手数料を据え置いた。 

第３条第１号後段 

（買いたたき） 

５ 

一般社団法人兵庫県自転車防

犯登録会 

（平成 26 年６月 26 日） 

兵庫県公安委員会が指定する自転車

の防犯登録を行う一般社団法人兵庫県

自転車防犯登録会は，消費税率の引上

げに伴う自らの経費の負担を回避する

ため，防犯登録業務を委託している自

転車販売店等に対し，消費税率の引上

げ前の額より更に低い委託手数料を定

めた。 

第３条第１号後段 

（買いたたき） 

６ 
㈱ルネサンス 

（平成 26 年７月 24 日） 

スポーツ施設の運営等の事業を行う

㈱ルネサンスは，消費税率の引上げに

対応するため，スポーツ指導を行う個

人事業者に対し，免税事業者に該当す

ることを理由として，消費税率の引上

げ分を上乗せせずに業務委託料を据え

置く等した。 

第３条第１号後段 

（買いたたき） 

別添１ 
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 名称 

（勧告年月日） 
概要 

違反法条 

（違反行為類型） 

７ 
産業機械健康保険組合 

（平成 26 年８月１日） 

健康保険給付事業及び保健・福祉事

業を行う産業機械健康保険組合は，健

康診断に関する委託契約を締結してい

る病院等に対し，消費税率の引上げ分

を上乗せせずに委託料金を据え置いた。 

第３条第１号後段 

（買いたたき） 

８ 

～  

１０ 

野家グループ 

㈱野家資産管理サービス 

㈱北日本野家 

㈱中日本野家 

（平成 26 年９月 24 日） 

 

店舗等の賃貸借等の事業を行う㈱

野家資産管理サービス，外食業を行う

㈱北日本野家及び㈱中日本野家の

３社は，それぞれ，店舗所有者（賃貸

人）の一部に対し，賃料の消費税率の

引上げ分を減額し，又は賃料の消費税

率の引上げ分を上乗せせずに据え置い

た。 

※中小企業庁長官からの措置請求案件 

第３条第１号前段

（減額）及び同号後

段（買いたたき） 

１１ 
山佐産業㈱ 

（平成 26 年 10 月 22 日） 

パチンコホール等の遊技場にスロッ

トの販売等を行う山佐産業㈱は，スロ

ットの販売等の業務に関する業務委託

契約を締結している販売代理店に対

し，消費税率の引上げ分を上乗せせず

に業務委託手数料を据え置いて支払っ

た。 

第３条第１号後段 

（買いたたき） 

１２ 
東映アニメーション㈱ 

（平成 26 年 12 月 17 日） 

主にアニメーションの製作事業を行

う東映アニメーション㈱は，アニメー

ションの原画，動画等の制作業務を委

託している個人事業者に対し，消費税

率の引上げ分を上乗せせずに委託料を

据え置いて支払った。 

第３条第１号後段 

（買いたたき） 

１３ 
㈱トライグループ 

（平成 26 年 12 月 19 日） 

学習指導事業を行う㈱トライグルー

プは， 

① 家庭教師の業務委託契約を締結し

ている個人事業者に対し，消費税率

の引上げ分を上乗せせずに委託料金

を据え置いて支払った。 

② 教室施設の賃貸人のうち，税込価

格で賃料を契約している賃貸人の一

部に対し，消費税率の引上げ分を上

乗せせずに賃料を据え置いて支払っ

た。 

第３条第１号後段 

（買いたたき） 

１４ 
住友不動産エスフォルタ㈱ 

（平成 27 年１月 30 日） 

スポーツ施設の運営等の事業を行う

住友不動産エスフォルタ㈱は，スポー

ツ指導を行う個人事業者又は法人事業

者に対し，消費税率の引上げ分を上乗

せせずに業務委託料を据え置いて支払

った。 

第３条第１号後段 

（買いたたき） 
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 名称 

（勧告年月日） 
概要 

違反法条 

（違反行為類型） 

１５ 
㈱広島東洋カープ 

（平成 27 年２月 26 日） 

プロ野球球団を運営し，球団のロゴ

マーク等を表示する商品（以下「グッ

ズ」という。）の販売等を行う㈱広島

東洋カープは，グッズの納入業者に対

し，消費税率の引上げ分を上乗せせず

にグッズの仕入価格を据え置いた。 

第３条第１号後段 

（買いたたき） 

１６ 
大東建物管理㈱ 

（平成 27 年３月 19 日） 

不動産賃貸業等を行う大東建物管理

㈱は，賃貸物件の清掃等の業務に関す

る業務委託契約を締結している個人事

業者又は法人事業者に対し，消費税率の

引上げ分を上乗せせずに業務委託料金

を据え置いて支払った。 

第３条第１号後段 

（買いたたき） 

１７ 

・ 

１８ 

コカ･コーラウエスト㈱ 

西日本ビバレッジ㈱ 

（平成 27 年３月 26 日） 

自動販売機を設置し，清涼飲料水等

の小売業を行うコカ･コーラウエスト

㈱及び西日本ビバレッジ㈱の２社は，

それぞれ，自動販売機の設置場所を提

供する事業者の一部に対し，消費税率

の引上げ分を上乗せせずに販売手数料

を据え置いて支払っている。 

第３条第１号後段 

（買いたたき） 

１９ 
アイフル㈱ 

（平成 27 年３月 27 日） 

貸金業を行うアイフル㈱は，店舗等

の賃貸人の一部に対し，消費税率の引

上げ分を上乗せせずに賃料等を据え置

く旨の要請等を行った。 

第３条第１号後段 

（買いたたき） 

２０ 

・ 

２１ 

アサヒグローバル㈱ 

アサヒグローバル三重㈱ 

（平成 27 年４月２日） 

住宅の建築工事業を行うアサヒグロ

ーバル㈱及びアサヒグローバル三重㈱

の２社は，それぞれ，住宅の建築工事

に伴う大工工事等の請負契約を締結し

ている個人事業者又は法人事業者に対

し，消費税率の引上げ分を上乗せせず

に請負代金を据え置いて支払った。 

第３条第１号後段 

（買いたたき） 

２２ 

ＳＭＢＣコンシューマーファ

イナンス㈱ 

（平成 27 年５月 22 日） 

貸金業を行うＳＭＢＣコンシューマ

ーファイナンス㈱は，店舗等の賃貸人

の一部に対し，消費税率の引上げ分を

上乗せせずに賃料等を据え置いて支払

った。 

※中小企業庁長官からの措置請求案件 

第３条第１号後段 

（買いたたき） 
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 名称 

（勧告年月日） 
概要 

違反法条 

（違反行為類型） 

２３ 
㈱建築資料研究社 

（平成 27 年６月４日） 

資格取得対策スクールの運営等の事

業を行う㈱建築資料研究社は， 

① 資格取得対策スクールの運営等の

業務を委託している一部の事業者に

対し，消費税率の引上げ分を上乗せ

せずに業務委託料を据え置いて支払

った。 

② 事務所等の賃貸人の一部に対し，

消費税率の引上げ分を上乗せせずに

賃料を据え置いて支払った。 

第３条第１号後段 

（買いたたき） 

２４ 
㈱コインパーク 

（平成 27 年６月５日） 

駐車場事業を行う㈱コインパーク

は，駐車場施設の賃貸人の一部に対し，

消費税率の引上げ分を上乗せせずに賃

料を据え置いて支払った。 

第３条第１号後段 

（買いたたき） 

２５ 

・ 

２６ 

ＤＣＭダイキ㈱ 

㈱ホームセンターサンコー 

（平成 27 年６月９日） 

日用品を販売するＤＣＭダイキ㈱及

び㈱ホームセンターサンコーの２社

は，それぞれ，野菜等の商品の仕入先

である農家等の一部に対し，仕入代金

について，税抜価格の販売価格から販

売手数料相当額を控除した額に８％を

乗じた額を上乗せせずに支払った。 

第３条第１号後段 

（買いたたき） 

２７ 
㈱西松屋チェーン 

（平成 27 年６月 12 日） 

乳幼児等の衣料品等を販売する㈱西

松屋チェーンは，店舗等の賃貸人の一

部に対し，消費税率の引上げ分を上乗

せせずに賃料を据え置いて支払った。 

※中小企業庁長官からの措置請求案件 

第３条第１号後段 

（買いたたき） 
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主な指導事例（平成２７年４月から６月） 

 

○ 買いたたき（消費税転嫁対策特別措置法第３条第１号後段） 

業種 概 要 

小売業 

 

Ａ社は，商品の修理を委託している事業者（特定供給

事業者）との間で修理単価（税抜価格）を取り決めてい

たところ，平成 26 年４月上旬に引渡しを受ける商品につ

いて修理単価（税抜価格）を引き下げ，消費税率の引上

げ前の委託代金（税込価格）に消費税率の引上げ分を上

乗せしなかった。 

ソフトウェア業 Ｂ社は，システム開発，運用等に関する業務及び携帯

電話サービスの管理等の業務を委託している事業者（特

定供給事業者）に対し，平成 26 年４月１日以後も消費税

率の引上げ分を上乗せすることなく，消費税込みの業務

委託料を据え置いていた。 

飲食サービス業 Ｃ社は，害虫駆除業務を委託している事業者（特定供

給事業者）に対し，平成 26 年４月１日以後も消費税率の

引上げ分を上乗せすることなく，消費税込みの委託代金

を据え置いていた。 

放送業 Ｄ社は，テレビ番組の出演者（特定供給事業者）に対

し，平成 26 年４月１日以後も消費税率の引上げ分を上乗

せすることなく，消費税込みの出演料を据え置いていた。

建設業 Ｅ社は，住宅の建築工事を委託している事業者（特定

供給事業者）に対し，平成 26 年４月１日以後に引渡しを

受けた工事の代金（消費税率８パーセントが適用される

もの）に消費税率の引上げ分を上乗せすることなく，委

託代金を据え置いていた。 

介護事業 Ｆ社は，介護予防サービス計画の作成業務を委託して

いる事業者（特定供給事業者）に対し，平成 26 年４月１

日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく，消

費税込みの業務委託料を据え置いていた。 

翻訳業 Ｇ社は，翻訳業務を委託している事業者（特定供給事

業者）に対し，平成 26 年４月１日以後も消費税率の引上

げ分を上乗せすることなく，消費税込みの業務委託料を

据え置いていた。 
 

別添２ 


